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第１章  計画の基本事項                           

高畠町スポーツ推進計画の基本的な考え

１ スポーツの定義
  本計画における「スポーツ」とは、ルールに即して他者と競い合ったり記録に挑

戦する競技スポーツに加え、心身の健全な発達や健康増進、精神的な充足感の獲得

等を目的とした身体活動（散歩・ダンス・健康体操・ハイキング・サイクリング・

野外活動・レクリエーションスポーツ活動等）を指します。また、競技場などへ行

きスポーツを観戦する「見るスポーツ」、スポーツボランティア活動等の「支えるス

ポーツ」も含むものとします。 

２ 計画策定の背景と趣旨 
   「スポーツ基本法」において、スポーツは、世界共通の人類の文化であり、スポ

ーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であるとされ、青

少年の健全育成や地域社会の再生、心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創

造、我が国の国際地位の向上等国民生活において多面にわたる役割を担うとされて

います。国は令和４年３月２５日にスポーツ基本法の理念、施策を示す「第３期ス

ポーツ基本計画」（計画期間 R４ R8）が、「つくる／はぐくむ」、「あつまり、とも

に、つながる」、「誰もがアクセスできる」の３つの視点を設定し、策定されました。 

   山形県では、「山形の未来を拓くスポーツ文化の創造」を目指す「山形県スポーツ

推進計画－スポーツやまがたドリームプランー『後期改定計画』」（計画期間 H30 か

ら１０年間）を平成３０年６月に策定しました。 

高畠町では、平成１６年３月に「豊かなスポーツ文化の創造『町民一人１スポー

ツ・生涯スポーツの定着』を基本目標として、「高畠町スポーツ推進計画」を策定し

ました。その後、平成２９年に「高畠町スポーツ推進計画」－「町民一人１スポー

ツ・生涯スポーツの定着」を目指して－として策定しました。 

この度は、国の「第３期スポーツ基本計画」やスポーツを取り巻く状況の変化を

踏まえ、これまでの取り組みを継承しつつ、スポーツ推進の新たな指針として「高

畠町スポーツ推進計画」（以下「本計画」という。）を策定するものであります。 
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第１章  計画の基本事項                           

３ 計画の位置づけ 
本計画は、スポーツ基本法第１０条の規定に基づき、国の「第３期スポーツ基本

計画」を参酌し、町の実情に即したスポーツの推進に関する計画として策定するも

のです。 

また、上位計画である「第６次高畠町総合計画」、「高畠町教育振興基本計画」を

推進する個別計画として、町が策定する各個別計画、中でも「高畠町健康増進計画」、

「第２期高畠町食育・地産地消推進計画」について、連携・整合性を図りながら策

定します。 

４ 計画の期間 
   令和５年４月１日から令和１５年３月３１日までの１０年間とします。ただし、

計画策定５年後に分析と評価をし、計画の見直しを図ることとします。 

202３  

Ｒ５ 

2024 

Ｒ６ 

2025 

Ｒ７ 

2026 

Ｒ８ 

2027 

Ｒ９ 

2028 

Ｒ10 

202９  

Ｒ11 

2030 

Ｒ12 

2031 

Ｒ13 

2032 

Ｒ14 

基 本 目 標 ・ 施 策 目 標 

具体的な施策（進捗管理） 後期改定計画 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

１ 高畠町スポーツ推進計画（H２９策定）の進捗状況と成果
町では、幼児から高齢者までスポーツを通じた体力づくり、運動の習慣化を図ると 

ともに、年齢性別を問わずおこなえるスポーツイベントへの参加を推進し、「町民一人 

1 スポーツ・生涯スポーツの定着」を目指して、スポーツの振興を図ってきました。 

この計画期間内においては、スポーツ振興をめぐる組織体制の強化として、新たな 

連携組織の発足、スポーツ協会の体制強化、スポーツ推進委員の活動の充実が図られ 

ました。生涯スポーツや健康づくりの面ではスポーツ教室の開催や介護予防事業の活 

性化が取り組まれました。スポーツ施設の面では、指定管理者制度の導入によって多 

様な自主事業や柔軟な施設運営がおこなわれるようになりました。スポーツイベント 

としては、たかはたぶどうマラソン／高畠ロードレースや全日本競歩高畠大会などを 

引き続き開催しました。なかでも、全日本競歩高畠大会出場者から、東京２０２０オ 

リンピック日本代表が選ばれ、競歩競技自体が全国的に注目されるまでになりました。 

この期間の中で掲げた目標は、町スポーツの多岐の分野にわたり成果を上げてきま 

した。（資料１参照）

≪資料１≫ 【高畠町スポーツ推進計画の進捗状況】 

■第１節  体育・スポーツの活動の充実と支える組織体制の強化  

１ 地域におけるスポーツイベントの充実 
項  目  実  績  

（１）地区体育事業の充実 

各地区において積極的な事業を実施 

レクリエーションスポーツの実施、ウォーキング

イベント、軽スポーツ体験会、体力テスト等 

（２）地域団体が連携して青少年の育成 
各地区において積極的な事業を実施 

軽スポーツ大会、ウォークラリー大会 

（３）スポーツ推進委員がイベントを主導 
レクリエーションを取り入れた体力チェック（レ

ク式体力テスト）、※ニュースポーツ体験会を実施 
※ニュースポーツ…軽スポーツ、レクリエーションスポーツ等、20 世紀後半にかけて考案・紹介されたスポーツ。
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

２ ※総合型地域スポーツクラブの整備 
※総合型地域スポーツクラブ…身近な地域で多世代にわたりスポーツに親しむことのできる新しいタイプの 

スポーツクラブ 

項  目  実  績  

（１）総合型地域スポーツクラブの立ち上げ ※包括連携協定 の締結と※TSKA の設立 

（２）創設・育成の支援 包括連携協定の締結と TSKA による事業の展開 

（３）地区での活動を展開 TSKA と各地区が連携し積極的な事業を展開 

（４）幅広い参加対象に 

魅力のあるクラブ 

介護予防事業、スポーツ習慣化促進事業、 

V キッズ事業、高齢者レク支援事業等 
※包括連携協定…【スポーツによる元気なたかはたづくり包括連携協定】  

株式会社吾妻スポーツ、株式会社ヤマコー、各地区公民館、高畠町社会福祉協議会、高畠町スポーツ推進委員 

協議会、高畠町健康体力づくり推進協議会、一般社団法人高畠町スポーツ協会の７団体が連携し、スポーツを 

通じて高畠町全体に元気を創出していくことを目的として締結された協定。 

※ＴＳＫＡ…【高畠スポーツによる健康・体力づくりアソシエーション】  

包括連携協定により生じる庶務をつかさどる組織。スポーツ協会に事務局を置き、各団体が連携を取りやすい 

環境を醸成する。 

３ スポーツ少年団の育成 
項  目  実  績  

（１）スポーツ少年団活動の奨励と活動の支援 スポーツ協会による運営支援と研修会の開催 

（２）スポーツ少年団指導者の育成 
地区、県スポ少関係機関からの研修会の紹介 

指導者資格取得のための助成金制度を設置 

４ スポーツ推進体制の強化 
項  目  実  績  

（１）スポーツ協会の組織体制の活

性化と運営の支援 

体育施設の指定管理者制度導入により体制と資源を確保

スポーツ協会運営補助金の有効活用 

（２）スポーツ推進委員協議会の 

充実 

委員の資質向上のための内部研修の実施 

ニュースポーツ体験会や研修会等の自主事業を実施 

（３）スポーツ振興基金の活用によ

る組織育成 
スポーツ振興基金を有効活用 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

■第２節  生涯スポーツ活動の推進と健康づくり

１ だれもが参加できるスポーツ教室の開催 
項   目  実   績  

（１）多彩なスポーツ教室の開催 大人のスポーツ教室、スポーツ後援会 

（２）スポーツ団体との連携 TSKA による連携・調整の実施 

２ スポーツサークルの育成 
項   目  実   績  

（１）スポーツサークルの登録と支援 未実施 

（２）サークル交流の推進と情報発信 未実施 

３ 健康づくり、介護予防分野との連携事業の展開 
項   目  実   績  

（１）行政とスポーツ団体の連携による事業展開 TSKA の連携による事業展開 

（２）健康づくりサークルや地域団体との連携 
介護予防事業、V キッズ事業、スポーツ習慣

化促進事業、高齢者レク支援事業等の実施 

■第３節  スポーツ施設の有効活用と整備の推進 

１ 体育施設の指定管理 
項   目  実   績  

（１）公共体育施設の管理運営の指定管理 指定管理者制度導入により利用者の利便性向上 

（２）スポーツ事業委託体制の整備 スポーツ振興事業の円滑な運営 

２ 民間活力による施設の有効活用 
項   目  実   績  

（１）体育施設の有効活用の促進 （株）ヤマコーによるカルチャー教室の実施 

３ 学校体育施設の有効活用 
項   目  実   績  

（１）開放事業の充実 町内小中学校で実施（P２７資料８参照） 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

４ スポーツ施設の整備 
項   目  実   績  

（１）町体育施設の整備 段階的に改修を実施 

（２）屋外スポーツ施設の整備 ウォーキングコース・キャンプ場等の整備 

■第４節  幅広く町民参加できるスポーツの構築と支援体制 

１ 町民が参加できる競技会の充実と支援体制 
項   目  実   績  

（１）町民に開かれた大会の開催 

①たかはたぶどうマラソン（高畠ロードレース） 

②全日本競歩高畠大会 

③ビーチボール大会 

④町総合体育大会…レクスポーツ大会実施検討中 

⑤その他大会…カローリング交流大会の開催 

（２）競技会の支援体制の充実 上記大会について継続して実施 

２ スポーツイベントの充実とアスリート支援 
項   目  実   績  

（１）スポーツ情報の発信 町・スポーツ協会ＨＰ、町ＦＢで情報発信 

（２）プロ、トップアスリートの活用 高畠ロードでのゲストランナー招待や陸上教室実施

（３）アスリート育成と支援 全国大会等出場者への補助金制度 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

２ 現状の分析と課題 
高畠町スポーツ推進計画（平成２９年策定）に基づき、高畠町ではスポーツ振興に 

取り組み、多くの成果を上げる一方、社会環境や地域社会の変化、更には新型コロナ 

ウイルス感染症の拡大により、必ずしも所期の目標すべてが達成できたとは言えない 

現状にあります。 

本計画策定にあたり実施した高畠町運動・スポーツアンケート調査（附属資料 P34 

に記載）によれば、回答者の４割弱が１年間で運動をしなかった、と回答しています。 

これは国の第２期スポーツ計画の設定目標を下回り、全国と比較しても低い水準です。 

それは、国民健康保険加入者の特定健診におけるメタボリック症候群の該当者割合に 

関して高畠町が県内でも高いこと、児童生徒の肥満傾向が顕著になっていることなど 

と関係を持っていると考えられます。このような傾向は、新型コロナウイルス感染症 

拡大により拍車を掛けられています。（資料２、３、４、５、６参照） 

≪資料２≫ １年間で運動した人の割合 

            高畠町運動・スポーツアンケート結果より分析 

した

56%しなかった

38%

１年間で運動しましたか 

した

しなかった

無回答
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

≪資料３≫ ※運動習慣者の割合  
※運動習慣者… 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 回以上、１年以上実施している者 

高畠町健康増進アンケートより（令和元年度調査） 

≪資料４≫ ※適正体重を維持する人の割合（国民健康保険特定健康診査） 
※適正体重…BMI＝体重（㎏）÷身長(ｍ )  BMI が 18.5 以上 25 未満 

適正体重を維持する人の割合 H27 H31 

成人男性 68.8％ 66.7% 

成人女性 73.5％ 74.1％ 

                      高畠町健康増進計画より 

≪資料５≫ 子どもの肥満傾向 
項  目 町（H３0） 町（R３） 全国（R2） 

小学生男子 

小学生女子 

中学生男子 

中学生女子 

2.3％ 

1.3％ 

3.3％ 

0.9％ 

4.6％ 

4.5％ 

0.9％ 

0.7％ 

2.6％ 

1.5％ 

1.3％ 

0.9％ 

  （H30 並びに R3 東置賜地区児童生徒の発育状況並びに疾病異常の実態より） 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

≪資料６≫ 小中学生の体力の推移 

体力合計点の評価の状況  

小・中学生男女ともに、 

A・B の割合が減少し、 

D・E の割合が増化。 

【評価の基準】 

A  B  C  D  E 

優      ⇔    劣 
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第２章  スポーツをとりまく現状と課題

３ 基本目標の設定について 
こうした現状を受けて、スポーツに触れる機会、取り組む機会を創出し、競技スポ 

ーツはもとより、心身の健康づくりとしてのスポーツの振興、その推進が、課題とし 

て浮かび上がってきました。 

前記の課題解決に向けて、本計画では、人それぞれが、人それぞれの関わり方で「ス 

ポーツでかがやくひと」となれるような環境を整備することを目指し、「基本目標１ 

スポーツでかがやくひとづくり」を設定しました。

基本目標 1 が町民一人ひとりの「かがやき」を目指すものとするならば、基本目標 

2 は、一人ひとりのかがやきを地域におけるソフト・ハード面で支える「まちづくり」 

が課題であると認識し、「基本目標 2 スポーツがあふれるまちづくり」を設定しま 

した。 

さらに、スポーツが果たす多面的な役割、使命をより深く、またわかりやすく示す 

ために、持続可能な社会を目指す SDGｓの理念を活かすこと、新型コロナ感染症拡大 

の影響を食い止め、スポーツが持つ多様な価値で全ての人が満足感を得られるよう、 

目標を設定しました。 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

１－１ ライフステージに合わせたスポーツ実施機会の充実 

① 幼児期 

幼児期に身体を動かして遊ぶ機会というものはその後の児童期、青年期へ向けて 

スポーツに親しむ資質や能力を育成するのに重要な動きとされており、対人関係の 

コミュニケーション能力の発達にも大きく影響していると言われています。 

また、幼児期における運動習慣を身につけさせるためには現状把握や、運動実施 

に係る保護者・保育者に対する普及活動が必要とされています。 

［今後の施策目標］ 

・遊びを通して、生涯にわたって運動を継続し、健やかな心身で生活を営むことがで 

きる資質や能力を育てる環境を整える

 ・幼児期の運動に関する情報の収集と発信体制を整える 

［具体的な施策］ 

・幼児期における運動の実施状況や体力水準等の現状を把握する為の調査を関係機関 

と協力して実施 

・町福祉こども課等との連携による保育・幼児施設や保護者へ向けた運動習慣形成に 

関する情報提供（年２回） 

 ・家族、親子で気軽に取り組めるような運動の推進（親子体操の紹介等） 

・幼児期から受け入れが可能なスポーツ組織、団体（スポーツ少年団）等の紹介、 

情報提供の実施 

・※ＡＣＰ（アクティブ・チャイルド・プログラム）の普及を図るための情報提供 
※ACP…【アクティブ・チャイルド・プログラム】

   JSPO（日本スポーツ協会）が開発した子どもが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する 

運動プログラムのこと。（第 3 期スポーツ基本計画） 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

② 青少年期 

青少年期（就学期）では、幼児期の運動遊びの推進から発展して※レクリエーシ 

ョンスポーツと勝ち負けにこだわった競技スポーツの推進を図ります。 

レクリエーションスポーツでは勝ち負けよりも、身体を動かして楽しむ事を習慣 

化し、生涯を通してスポーツに親しむきっかけをつくります。競技スポーツではス 

ポーツが得意な青少年が、トップアスリートへ成長するきっかけをつくります。 
※レクリエーションスポーツ…いつでも、どこでも、誰とでも、気軽に楽しめることができ、年齢に関係なく続けら 

れるスポーツのこと。 

［今後の施策目標］ 

・スポーツ団体の活動を支援し、青少年期におけるスポーツへの関心を高めていく 

・多様なスポーツができる場の提供できることを目指す 

・保護者等と一緒にできるスポーツの機会をつくり、運動をする習慣をつける 

・学校での体育の授業、スポーツ少年団、部活動を通して、運動・スポーツに親しむ 

ことに喜びと感動を得られる環境をつくる 

 ・運動部活動の地域移行に関する検討会議で提言された改革の方向性・方策に基づき 

運動部活動改革を支援する体制を構築する 

 ・全国大会出場者への支援 

［具体的施策］ 

・自分に合ったスポーツを見つけ出すための場や情報を提供（年 2 回程度） 

・身体を動かす習慣づけを促す情報提供、スポーツイベントの開催 

・運動する時間・機会をつくり、好きなスポーツや得意とするスポーツを見つけ出せ 

るよう多種多様なスポーツを紹介する事業を実施 

 ・全国大会出場者へ支援 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

③ 青・壮年期 

ここで言う青・壮年期とは、就業期を迎える１８歳以上６４歳以下の期間としま 

す。青・壮年期となってからも引き続き競技スポーツを続ける人・趣味としてのス 

ポーツを続ける人、違うスポーツを始める人、スポーツから離れてしまう人と様々 

で、また、年齢を重ねるごとに仕事や家庭の事情でスポーツから離れる人も多くな 

ってきます。以上のことから、特にスポーツと疎遠になってしまいがちな人に向け 

てスポーツに関わっていくきっかけづくりを図っていきます。 

［今後の施策目標］ 

・週１回以上のスポーツ実施率を 70％になること、年１回以上のスポーツ実施率が 

１００％に近づくことを目指す

・１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上実施し、１年以上継続している運 

動習慣者の割合の増加を目指す 

［具体的施策］ 

・誰もが気軽に参加できるスポーツイベントの開催 

・楽しい、面白いと思えるような体験会を開催 

 ・スポーツへのかかわり（する・みる・ささえる）を持ち続けるための情報の発信 

（年 4 回以上） 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

④ 高齢期 

高齢期においては、豊かな精神を保つための手段として、生きがいづくりのため 

※軽運動も重要です。健康づくりとともに、軽運動をすることにより多くの人や世 

代との交流を図る環境づくりが必要とされています。 
※軽運動… 30 分程度の軽い運動 

［今後の施策目標］ 

・１回３０分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上実施し、１年以上継続している 

運動習慣者の割合の増加を目指す 

［具体的施策］ 

・軽運動効果についての理解を深め、自分にあった運動を見つける取り組みを支援 

・町の軽運動活動やスポーツイベント、レクリエーションスポーツに参加しやすい 

環境の整備 

・健康のためのスポーツイベントの開催 

15



第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

１－２ スポーツ競技力・運動習慣のレベルアップ 

① 指導者の育成 

スポーツにおいて試合や競技へ挑戦する選手を支える指導者の育成は、選手の競 

技力向上に欠かせないものとなっています。より質の高い指導のため、指導者を育 

成するための講習や資格取得に向けた取り組みが必要となります。 

［今後の施策目標］ 

 ・認定資格取得制度の普及拡大 

・指導者の資質向上に向けた資格取得の推進 

・科学的な知見やスポーツ医学に基づく育成の推進 

［具体的施策］ 

 ・認定資格取得助成金制度の利用者数を毎年２人以上にする 

 ・指導者向けの専門研修の実施（年 2 回） 

 スポーツ少年団活動、部活動の充実 

少子化が進むにつれ、スポーツ少年団の団員数の減少、中学校での運動部への入 

部者数の減少が進み今まで通りの活動ができなくなってきています。スポーツの楽 

しさや喜びに触れる機会を提供し積極的にスポーツに関わる青少年が増えるよう 

な取り組みが必要となります。 

［今後の施策目標］ 

 ・スポーツ少年団への加入率をあげる（小学生は 31％→36％、中高生の継続加入） 

・スポーツ少年団への運営支援の充実を図る 

・町の実情に合った運動部活動への支援体制の確立 

［具体的施策］ 

・加入者数増加に向けた体験入団の実施（随時） 

 ・スポーツ少年団の情報提供と団体同士の交流活動の支援 

 ・指導者向けの実技研修を定期開催（年１回以上）  
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

１－３ 健康のためのスポーツの推進 

① ※健康寿命の延伸に繋がるスポーツの推進 
※健康寿命…健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 

スポーツをすることが、喜びと健康をもたらすことを、継続していくことが生き 

がいとなることを実感できるよう導いていく必要があります。また、スポーツを実 

践するだけでなく、スポーツを通して人や地域との関係を保つことが潤いある暮ら 

しにつながることを普及していく必要があります。健康寿命の延伸には若い時から 

取り組むことが重要であると言われております。 

［今後の施策目標］ 

・1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上実施し、１年以上継続している運 

動習慣者の割合の増加を目指す 

 ・健康づくりのためのスポーツの実施に積極的に取り組む企業等の増加により、働く 

世代・子育て世代のスポーツを通じた健康増進を図る 

・生活習慣を見直し、健康寿命を延ばす 

［具体的施策］

・町内や地区単位でおこなわれている健康運動講座やスポーツ施設についての情報提供 

・イベント等の開催などにより、誰もが気軽に参加できるウォーキングの推進 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

 食育の推進 

健康づくりには、スポーツと共に、ライフステージにあった「※食育」が欠かせ 

ません。健康づくりやスポーツに取り組む人びと、それぞれに相応しい方法で、食 

とスポーツによる健康づくりを推進していきます。 

１日３度の食事を決まった時間にとることは、体のリズムを整えると共に心の安 

定につながり、パフォーマンスが向上します。特に、朝食を食べることで体温と血 

糖値が上がり、１日のスイッチが入ります。朝食欠食率（町食育・地産地消推進計 

画実態調査）をみると、20 代と 30 代でそれぞれ 26.1％・28.2％となっており、 

若い世代の４人に１人が恒常的に朝食を欠食している状況です。また、整った食生 

活の実現には栄養バランスへの心配りが不可欠であり、幼少期から継続して実践す 

ることで将来の元気な体と健康づくりに繋がります。（資料７参照）
※食育…「食育は生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべきもの」として位置づけられている 

≪資料７≫ 実態調査アンケート「朝ごはんを食べていますか」 

小学生 中学生 １７歳 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 60 代以上  

毎日食べる 89.9％ 91.0％  91.4％ 61.9％ 68.8％ 86.5％ 87.8％ 98.3％ 

週４ 5 日 5.3％ 6.1％ 2.9％  11.9％ 3.1％  1.9％ 4.9％ 1.7％ 

週１ ３日 2.4％ 1.8％ 2.9％  7.1％ 9.4％  3.8％ 4.9％ 0.0％ 

食べない 0.5％ 0.9％ 2.9％  19.0％ 18.8％  7.7％ 2.4％ 0.0％ 

未回答 1.9％ 0.0％ 0.0％  0.0％ 0.0％  0.0％ 0.0％ 0.0％ 

第 2 期 高畠町食育・地産地消推進計画より 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」  

［今後の施策目標］ 

・町の豊かな農産物を活用した学校給食を通して、食育の取り組みにスポーツ分野か 

ら参加する 

・スポーツ指導者やスポーツ関係者に、食を含めた健康づくりへの意識を向上させる 

・健康な生活を送りスポーツを活発に行うために、子どもや保護者などへの食育の普 

及啓発をおこなう 

・乳幼児から高齢者までライフステージに合わせた望ましい食習慣を身に付けること 

ができるよう支援する 

［具体的施策］ 

・スポーツ指導者やアスリートの研修において、｢食｣に関する研修項目の設置 

・スポーツ分野からも町内における「食育」の取組みに参画できるように、関係者 

や関係機関のスキルアップを図るための講習会の開催（年１回開催） 

・スポーツをする上での食に関する自らバランスのとれた食事をとれるスキルを身 

つけることが出来る研修（実習）を開催 

・食生活改善推進連絡協議会等の食育関連団体と連携・協力しながら、子どもや保護 

者を対象とした講習会を実施する 

・それぞれのライフステージに合わせた食と健康づくりをテーマとした講習会や栄養 

相談を実施する 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

２－１ スポーツイベントの開催による交流の拡大 

① 世代・性別・地域・分野の垣根を越えた交流の拡大 

スポーツ×健康、スポーツ×観光、スポーツ×etc.…スポーツには、世代・地域・ 

分野に縛られず、人を巻き込むパワーが秘められています。そのパワーの可能性を 

探り、様々な垣根を越えた交流拡大を図っていくことができます。 

［今後の施策目標］ 

・町内外から多様な参加者を得て様々な交流を図る 

・スポーツイベントにスポーツ×他分野の付加価値を付け、参加者の満足度向上を図る 

 ・スポーツイベント参加者数 50％アップを目指す 

［具体的施策］ 

・誰もが参加しやすい体験教室の開催や情報提供 

・高畠ロードレース/たかはたぶどうマラソンの継続開催 

・全日本競歩高畠大会の継続開催 

 レベルの高い競技会の開催 

    町では、9 月に高畠ロードレース、１０月に全日本競歩大会を継続して開催して 

おり、町民に溶け込んだ大会となっています。どちらの大会も、県内外のトップク 

ラスの選手が参加しており、競歩大会においては世界大会でもメダル獲得する選手 

も参加しています。 

［今後の施策目標］ 

 ・町内小中学生の参加者増加 

 ・トップ選手の参加誘致 

 ・大会の安全な開催 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

［具体的施策］ 

 ・高畠ロードレース/たかはたぶどうマラソンの実施種目の検討と継続開催 

・全日本競歩高畠大会の実施種目の検討と継続開催 

 ・競技コースの整備 

③ 多種多様な方法でのスポーツイベントの開催 

第１章 第１節 「スポーツの定義」のとおり、スポーツへの関わり方は人それぞ 

れで十人十色です。自分にあったスポーツの関わり方を見つけ出し、誰もが気軽に 

｢プレイヤー｣になれるよう、多種多様な方法でスポーツに関わる機会を創出します。 

［今後の施策目標］ 

・世代や性別、障がいの有無を問わないニュースポーツ等の普及 

・町民のスポーツイベント参加率の向上 

［具体的施策］ 

・オンラインスポーツイベント情報の提供 

 ・ニュースポーツの体験会や大会の開催 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

２－２ スポーツ活動をささえる地域づくり 

① スポーツ団体の強化、連携、支援 

スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会、スポーツ少年団など、それぞれのスポ 

ーツ団体の強化を図るとともに、連携による質の高い活動が可能となるよう支援し 

ていく必要があります。 

［今後の施策目標］ 

・各種スポーツ団体の活性化及びスポーツイベントへの協力 

・連携協定（TSKA）に基づくスポーツイベントの開催 

［具体的施策］ 

・スポーツ団体運営支援の実施 

・協力体制でおこなうスポーツイベントの開催 

・大会運営協力・共催事業の開催（ロードレース、競歩大会） 

・スポーツ指導協力体制の整備 

② スポーツ推進委員協議会の発展と支援 

スポーツ推進委員の活動内容は、スポーツの指導や各地区スポーツイベントの企 

画運営、スポーツイベントのへ協力等多岐にわたっています。町のスポーツ推進に 

おいて重要な役割を担うスポーツ推進委員協議会の発展と支援が必要とされます。 

［今後の施策目標］ 

・スポーツ推進委員のスキルアップを図る 

・スポーツ推進委員の認知度を向上する 

 ・スポーツ推進委員の活躍により各地区のスポーツイベントを活性化する 

［具体的施策］ 

・スポーツ推進委員の研修会の開催（年３回） 

・町広報や Facebook 等の媒体を活用した広報の実施（年４回） 

 ・スポーツ推進委員が主導するスポーツイベントを各地区で開催 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

③ スポーツボランティアの推進 

スポーツイベントはその大小に関わらず、多くのスポーツボランティアの活躍に 

支えられ成り立っています。町のスポーツイベントも同様です。 

スポーツを「する」「みる」以外の立場から参画できる、スポーツボランティアに 

は「幅広い年代の人々と交流できる」「考え方の幅が広がる」等の多くのメリットが 

あります。スポーツボランティアの推進は、多くのボランティアに支えられ成り立 

っている、町のスポーツの推進には必要不可欠です。 

［今後の施策目標］ 

 ・スポーツボランティア参加者を増やす（だれもがスポーツに参画） 

 ・スポーツボランティアの活躍の場を拡充 

［具体的施策］ 

 ・スポーツボランティア活動の周知広報 

 ・高畠ロードレース、全日本競歩大会等におけるスポーツボランティア募集の拡大 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

２－３ スポーツ施設の整備 

① スポーツ施設の管理と利用促進 

町のスポーツ施設は、だれもが安全に利用しやすく、より良い施設であるべきで 

す。そのための適切な整備・管理が必要です。また、より多くの人に利用してもら 

えるよう、更なる利用促進を図ります。 

［今後の施策目標］ 

 ・スポーツ施設の適切な管理と改修 

・誰もが利用しやすく、利用したくなるような設備の充実 

 ・スポーツ施設の利用率の向上 

［具体的施策］ 

・指定管理者による定期点検、改修と修繕を適切に速やかに実施 

 ・スポーツ施設の使い方や活用方法等の情報発信 

 ・既存施設の新たな活用方法の検討 

町営第二体育館（旧高畠第三中学校体育館）令和３年４月２０日供用開始
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

② ニーズに沿った施設の整備 

近年、人気が高まってきた※アーバンスポーツや、世代・年代・性別にとらわれ 

ない、※障がい者スポーツ、をはじめとしたニュースポーツへの対応、また、バリ 

アフリー等の※ユニバーサルデザインの導入など、スポーツ施設に求められるニー 

ズが多様化しています。 
※アーバンスポーツ…「エクストリームスポーツ」という速さや高さを極限まで追求し、華麗な離れ業を競い合うス 

ポーツの一種で都市での開催が可能なもの 

※障がい者スポーツ…身体・知的障がい等の障がいがある人がおこなうスポーツ 

※ユニバーサルデザイン…すべての人が利用できる設計

［今後の施策目標］ 

 ・世代を問わずニーズのある施設の整備、提供を目指す 

［具体的施策］

 ・需要の高いニュースポーツに対応した施設改修の検討 

 ・スポーツ施設案内マップの作成 

 ・近隣市町との連携を図りスポーツ施設情報の提供 

・ユニバーサルデザインに配慮した改修の実施 
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第３章  基本目標・施策目標  基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」  

③ 学校体育施設の活用 

小中学校での利用がない体育施設の空き時間を、町内各種団体が有効利用できる 

ようにしているものです。主な利用団体は各種スポーツ少年団、任意のスポーツ団 

体等様々な団体が利用できるよう開放しているものです。（資料８参照）

≪資料８≫町内学校体育施設利用状況 

［今後の施策目標］ 

・学校体育施設開放の情報提供 

 ・学校体育施設の有効活用 

［具体的施策］ 

 ・学校体育施設の設備の助言や支援 

 ・学校体育施設の利用者による環境整備活動への支援 

高 畠 小 学 校 ほぼ毎日スポ少にて利用 

二 井 宿 小 学 校 週２回スポ少で利用  春・秋に消防団で利用 

屋 代 小 学 校 スポ少でほぼ毎日利用 公民館事業で時々利用 

亀 岡 小 学 校 月曜以外ほぼ毎日スポ少で利用 PTA 事業での利用もあり

和 田 小 学 校 令和３年度まではスポ少で利用あり 

糠 野 目 小 学 校 ほぼ毎日スポ少で利用 高中ソフトテニスも利用あり 

高 畠 中 学 校 

小体育館を週５日スポ少（卓球）で利用 

大体育館を週２回育成会（バトミントン）で利用 

グラウンドを日曜の午後にスポ少で利用（サッカー） 

陸上競技場を週１回スポ少で利用（陸上）    

一般利用なし 
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第４章  計画の推進体制・進捗管理                      

１ 計画の推進体制 
本計画の推進にあたっては、スポーツ施策が多様化していることから、項目ごとに 

関係各課、各スポーツ団体等との協力体制を整え施策を推進します。 

 基本目標１「スポーツでかがやくひとづくり」 

１－１ ライフステージに合わせたスポーツ実施機会の充実 

項目 実施主体 

①幼児期 福祉こども課、スポーツ協会、社会教育課 

 青少年期 教育総務課、スポーツ協会、社会教育課 

③青・壮年期 
健康長寿課、スポーツ協会、 

スポーツ推進委員協議会、社会教育課 

④高齢期 
健康長寿課、社会福祉協議会、スポーツ協会、 

社会教育課 

１－２ スポーツ競技力・運動習慣のレベルアップ 

項目 実施主体 

①指導者の育成 
スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会、 

社会教育課 

 スポ少、部活動の充実 スポーツ協会、教育総務課、社会教育課 

１－３ 健康のためのスポーツの推進 

項目 実施主体 

①健康寿命の延伸に 

繋がるスポーツの推進 

健康長寿課、スポーツ協会、社会福祉協議会、 

スポーツ推進委員協議会、社会教育課 

 食育の推進 
健康長寿課、教育総務課、農林振興課、 

福祉こども課、社会教育課 
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第４章  計画の推進体制・進捗管理                      

 基本目標２「スポーツがあふれるまちづくり」 

２－１ スポーツイベントの開催による交流の拡大 

項目 実施主体 

①交流の拡大 
スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会、 

社会教育課 

 レベルの高い

競技会の開催 
スポーツ協会、社会教育課 

③多種多様な方法での 

スポーツイベントの開催 

スポーツ協会、スポーツ推進委員協議会、 

社会教育課 

２－２ スポーツ活動をささえる地域づくり 

項目 実施主体 

①スポーツ団体の強化、 

連携、支援 
スポーツ協会、社会教育課 

 スポーツ推進委員協議会

の発展と支援 
スポーツ推進委員協議会、社会教育課 

③スポーツボランティアの

推進 
スポーツ協会、社会教育課 

２－３ スポーツ施設の整備 

項目 実施主体 

①スポーツ施設の管理と 

利用促進 
スポーツ協会、社会教育課 

 ニーズに沿った施設の

整備 
スポーツ協会、社会教育課 

③学校体育施設の活用 教育総務課、社会教育課 
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第４章  計画の推進体制・進捗管理                      

２ 計画の進捗管理 
計画の着実な推進のため、計画(Plan)、実行(DO)、評価(Check)、改善(Action) 

の PDCA サイクルを導入し、スポーツ団体等で構成した審議会をもって柔軟かつ着 

実な進捗管理をおこないます。 

また、計画の進捗状況、社会経済情勢、国の政策動向の変化に対応するため、策 

定 5 年後をめどに中間見直しもおこないます。 
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第５章  附属資料          

１ 高畠町運動・スポーツアンケートの集計結果について 

１．目的 「高畠町スポーツ推進計画」の基礎資料として、スポーツ実施率の 

調査及び各種施策を策定するうえでのアンケートを実施 

   ２．内容 別紙アンケート票のとおり 

   ３．対象 町内に居住する１８歳以上の男女から２０００人を無作為に抽出 

     内訳 年代        対象者     回答数 

        １８ １９歳      ４４人       ８人 

        ２０ ２９歳     １９４人      ４５人 

        ３０ ３９歳     ２２２人      ５１人 

        ４０ ４９歳     ３１７人     １１５人 

        ５０ ５９歳     ３０６人     １１５人 

        ６０ ６９歳     ４００人     １８３人 

        ７０ ７９歳     ３４４人     １５８人 

        ８０歳以上      １７３人      ７５人 

        年齢未回答                １６人 

              計   ２０００人     ７６６人 

   ４．日程  令和３年１１月 令和３年１２月 

   ５．回収結果 回答者数７６６人、回収率 ３８．３％ 
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第５章  附属資料          

２ 参考文献・資料 

   ・スポーツ基本法（文部科学省） 

・第３期スポーツ基本計画（文部科学省） 

   ・第６次高畠町総合計画 

   ・高畠町教育振興基本計画 

   ・第３期高畠町障がい者プラン 

   ・第２期高畠町食育・地産地消推進計画 

   ・第２期高畠町子ども・子育て支援事業計画 

   ・高畠町健康増進計画 

   ・高畠町個別施設計画 

   ・令和３年度東置賜地区児童生徒の発育状況 

・令和３年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果（ｽﾎﾟｰﾂ庁） 

 ３ 高畠町スポーツ推進計画策定の経過及び策定委員会名簿 

 高畠町スポーツ推進計画策定経過 
年月日 会  議   等  内     容  

令和 3 年４月１日 スポーツ推進計画策定委員会設置要綱制定  

令和 3 年 10 月 27 日 第 1 回スポーツ推進計画策定委員会 委嘱式、計画の検討 

令和 3 年 1１月 高畠町運動・スポーツアンケート発送 対象 町民 2000 人 

令和 3 年 12 月 14 日 第２回スポーツ推進計画策定委員会 アンケート速報と計画の検討 

令和 4 年 3 月 22 日 第 3 回スポーツ推進計画策定委員会 計画案の検討、意見交換 

令和 4 年 7 月 26 日 第４回スポーツ推進計画策定委員会 計画素案の確認 

令和 5 年 1 月 31 日 第５回スポーツ推進計画策定委員会 計画の再確認 

令和 5 年 2 月 28 日 第 6 回スポーツ推進計画策定委員会 計画の最終確認 
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第５章  附属資料          

 令和 3 年度、4 年度スポーツ推進計画策定委員会名簿 
 氏名 

区分 所属団体 
令和 3 年度 令和 4 年度

１号委員 島津 良平 中川 広幸 スポーツ団体関係者 スポーツ協会 会長 

１号委員 早川 美智子 スポーツ団体関係者 スポーツ推進委員協議会 会長 

１号委員 中川 広幸 近 雅博 スポーツ団体関係者 
スポーツ少年団 本部長 

        副本部長 

２号委員 髙橋 新一郎 教育・行政機関関係 社会福祉協議会 常務理事 

２号委員 峯 浩明 教育・行政機関関係 小中連合校長会 会長 

２号委員 菊地 誠 教育・行政機関関係 教育総務課 課長 

３号委員 加藤 守匡 学識経験者 山形県立米沢栄養大学 教授 

３号委員 鈴木 淳一 学識経験者 元スポーツ振興室長 

  令和３年度、４年度スポーツ振興計画策定委員会事務局名簿 
氏    名  

区 分  備     考  
令和３年度 令和４年度 

鈴木 秀則 平 雅昭 事務局 スポーツ協会 専務理事 

中川 敦史 事務局 健康長寿課 主任 

佐藤 忠博 事務局 社会教育課 課長 

小林 貴宏 事務局 社会教育課 課長補佐 

皆川 智明 事務局 社会教育課 スポーツ振興係長 

川村 練 事務局 社会教育課 スポーツ振興係主事 
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